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令 和 ３ 年 (2021) ８ 月 ２ ５ 日

　地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び同法第２２条第

１項の規定により審査に付された、令和２年度高梁市健全化判断比率及び資金

不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査した結

果、次のとおり意見を提出します。
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　　令和２年度高梁市健全化判断比率及び資金不足比率審査意見

第１　審査の対象

　

第２　審査の期間

　令和３年８月２日から令和３年８月２５日まで

第３　審査の方法　

　

第４　審査の結果

第５　審査の意見

令和２年度において、健全化判断比率の４指標については、いずれも早期健全化基準を

下回り、実質赤字比率及び連結実質赤字比率については黒字であるため、数値が算定され

ない。実質公債費比率は、対前年度比0.1ポイント減の12.5％、将来負担比率については、

4.3ポイント減の76.5％で、いずれも前年度と比較すると改善傾向にあるが、県下１５市

の平均値を大きく上回っている。

また資金不足比率については、当年度から簡易水道事業特別会計(水道事業特別会計と

統合)、下水道事業特別会計が法適用企業となったが、いずれの会計も資金不足額は生じ

ておらず、資金不足比率は算出されていない。

　本市においては、平成３０年７月豪雨等の自然災害、新型コロナウイルス感染症の急激

な感染拡大など、不測の事態には常に迅速な対応が求められ、これらあらゆる社会情勢の

変化には常に適切な財政運営を行ってきたところであるが、今後も、長期に亘って健全な

財政運営が確保できるよう、一層の努力と取り組みを要望するところである。

　令和２年度健全化判断比率（実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率、

した書類は、いずれも適正に算定されていると認めた。

　審査の内容は、次のとおりである。

　将来負担比率）及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載した書類

に関係職員の説明を聴取して審査した。

　審査に付された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項を記載

　市長から提出された健全化判断比率及び資金不足比率並びにその算定の基礎となる事項

を記載した書類が、適正に作成されているかどうかを関係書類等を照合、審査するととも

－１－



１　算定対象会計

健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象となる会計の区分は、次のとおりである。

＊は、法非適用企業会計

財政健全化比率等

実質赤字
比 率

連結実質
赤字比率

実質公債
費 比 率

将来負担
比 率

資金不足
比 率

区　　分

一
般
会
計
等

公
営
事
業
会
計

へ き 地 診 療 所 特 別 会 計

養 護 老 人 ホ ー ム 特 別 会 計

対　象　会　計　等

住宅新築資金等貸付事業特別会計

畑地かんがい事業特別会計

国 民 健 康 保 険 特 別 会 計

後 期 高 齢 者 医 療 特 別 会 計

介 護 保 険 特 別 会 計

特別養護老人ホーム特別会計

公
営
企
業
会
計

法
適
用

水 道 事 業 特 別 会 計

一部事務組合
・広域連合

地方公社・
第三セクター等

特別会計

一般会計 一 般 会 計

国民健康保険成羽病院事業会計

下 水 道 事 業 特 別 会 計

＊ 地 域 開 発 事 業 特 別 会 計

高 梁 市 土 地 開 発 公 社

(公財 )成羽町美術振興財団

高 梁 地 域 事 務 組 合

岡山県市町村総合事務組合

岡山県後期高齢者医療広域連合

岡 山 県 市 町 村 税 整 理 組 合

岡 山 県 広 域 水 道 企 業 団
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２　健全化判断比率

健全化判断比率の状況は次のとおりである。

　 （単位：％）

　　　　

実質赤字比率及び連結実質赤字比率については、いずれも実質赤字額を生じていないため

算定されない。

　実質公債費比率は12.5％で、前年度に比べて0.1ポイント改善し、早期健全化基準25.0％を

下回っている。

　将来負担比率は76.5％で、前年度に比べて4.3ポイント改善し、早期健全化基準350.0％を

下回っている。

以上のとおり、いずれも、基準値を超えておらず、健全段階の範囲内である。

〈早期健全化基準、財政再生基準〉

この基準を超えた場合には、財政健全化計画や財政再生計画の策定等が義務付けられる。

　早期健全化基準及び財政再生基準は、地方公共団体の財政健全化に関する法律施行令に

より定められている。

注　(1)実質赤字比率、(2)連結実質赤字比率はマイナスとなるため、便宜上「―」で記載している。
　　以下、その他の指標も同様の扱いとする。

35.0

(4) 将 来 負 担 比 率 80.8 76.5 350.0

(3) 実 質 公 債 費 比 率 12.6 12.5 25.0

20.00

(2) 連 結 実 質 赤 字 比 率 ― ― 17.89 30.00

(1) 実 質 赤 字 比 率 ― ― 12.89

区　    分 令和元年度 令和2年度 早期健全化基準 財政再生基準
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(1) 実質赤字比率について

* 黒字の場合は負の値

① 一般会計等の実質収支額 （単位：千円・％）

②　標準財政規模 （単位：千円・％）

標準財政規模は、通常収入される経常一般財源のことで、市税等の標準税収入額等、普通

交付税 、臨時財政対策債発行可能額 の合計額からなる。

健全化判断比率は、標準財政規模に対する比率であるため、標準財政規模の増加は、財政

状況がプラスの方向性を表す。

一 般 会 計 等 実 質 収 支 額

増減額

対前年度比較

　主要な会計である一般会計等に生じている赤字の程度を、市の財政規模に対して単年度で

指標化し、財政運営の深刻度を示すもの。

歳 出 総 額

歳 入 歳 出 差 引 額

翌年度に繰り越すべき財源

実質赤字比率

財政再生基準

― ― 12.89 20.00

区　 　　分

一般会計等の実質赤字額(-704,066千円)*

標準財政規模（13,594,126千円）
×100％

歳 入 総 額 26,584,712 29,236,215 2,651,503 10.0

区　    分 令和元年度

対前年度比較
令和2年度

増減額 増減率
令和元年度

実質赤字比率 ＝

内
　
訳

区　    分

標 準 財 政 規 模

標 準 税 収 入 額 等

普 通 交 付 税

臨時財政対策債発行可能額

令和元年度 令和2年度

13,389,613

4,699,410

8,248,789

441,414

13,594,126

11.0

△ 48.5

25,533,809

1,050,903 △ 168,829

△ 167,909

△ 16.1

28,354,141

178,008

882,074

345,917

704,986 △ 920 △ 0.1704,066

2,820,332

　実質収支額が7億407万円の黒字のため、実質赤字比率はない。

令和２年度 早期健全化基準

8,218,654

434,768

△ 30,135

△ 6,646

増減率

1.5

5.1

△ 0.4

△ 1.5

204,513

241,2944,940,704

－４－



　全会計の赤字と黒字を合算して、地方公共団体全体としての赤字の程度を指標化し、

* 黒字の場合は負の値

連結実質収支額が31億712万円の黒字のため、連結実質赤字比率はない。

実質収支額及び資金不足（剰余）額 （単位：千円・％）

＊は、法非適用企業会計

令和2年度の連結実質収支額は、対前年度比で、1億5,088万円減少している。

これは、主として下水道事業会計及び一般会計の実質収支額が大幅に減少したことによるもの

である。

区　    分

連結実質赤字比率

水 道 事 業 特 別 会 計 748,906

下 水 道 事 業 特 別 会 計 211,302

△ 24,884 △ 42.3

特 別 養 護 老 人 ホ ー ム
特 別 会 計

―

一
般
会
計
等

一般会計

特別会計

公
営
事
業
会
計

公
営
企
業
会
計

法
適
用

＊

0 0 0 ―

28.6

後期高齢者医療特別 会計

(2) 連結実質赤字比率について

財政運営の深刻度を示すもの。

令和元年度

合　　　　　計 3,257,994 3,107,119 △ 150,875 △ 4.6

91,626 △ 119,676 △ 56.6

地 域 開 発 事 業 特 別 会 計 1,324 4,519 3,195 241.3

742,252 △ 6,654 △ 0.9

国 民 健 康 保 険 成 羽 病 院
事 業 会 計

1,438,450 1,409,964 △ 28,486 △ 2.0

1,537 1,580 43 2.8

国民健康保険特別会計 92,688 119,197 26,509

介 護 保 険 特 別 会 計 58,800 33,916

畑 地 か ん が い 事 業
特 別 会 計

834 2,204 1,370 164.3

住 宅 新 築 資 金 等 貸 付 事 業
特 別 会 計

△ 69,029 0 69,029 皆減

0 0 0 ―

△ 9.2

へき地診療所特別会計 0 0 0 ―

養護老人ホーム特別 会計

増減額 増減率

一 般 会 計 773,182 701,861 △ 71,321

×100％

会計名 対象会計等

実質収支額・資金不足額（又は剰余額）

令和元年度 令和2年度
対前年度比較

＝
標準財政規模（13,594,126千円）

連結実質赤字比率
連結実質赤字額(-3,107,119千円)*

― 17.89 30.00

令和２年度 早期健全化基準 財政再生基準

－５－



(3) 実質公債費比率について

　一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の額が、全会計の中で占める

割合を3か年平均で示したもの。18％以上になると地方債の借入に許可が必要となり、

25％を超えると一部の地方債の借入が制限される。

(Ａ＋Ｂ)－(Ｃ＋Ｄ)

Ａ：元利償還金　Ｂ：準元利償還金　Ｃ：特定財源　Ｄ：元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要

     額算入額

*標準財政規模　13,594,126千円

　実質公債費比率の推移表 （単位：％）

実質公債費比率算定の内訳 （単位：千円・％）

実質公債費比率は単年度で12.22％、前年度と比較すると0.66％減少している。

また、3か年平均は12.5％、前年度と比較すると0.1％減少している。

元利償還金・準元利償還金に係る
基 準 財 政 需 要 額 算 入 額

2,979,547 2,935,794 98.5

*標準財政規模－Ｄ
＝

実質公債費比率
（3ヵ年平均）

×100％

区　　　　　分

区　　　　　分

99.5

12.5

12.6

12.9

平成30年度 令和元年度

実 質 公 債 費 比 率
3か年平均

単年度

Ａ

Ｂ

元利償還金 (繰上償還額 を除 く )

△ 0.1

△ 0.7

対前年度
比較増減

平成30年度

194,986

885,274

令和元年度 令和2年度

3,048,680

対前年度
比較増減率

令和2年度

12.3

92.3

12.5

12.2

906,314 958,649

3,663,935 3,565,700 3,547,084

準 元 利 償 還 金

204,055 193,639 94.9Ｃ

Ｄ

特 定 財 源

－６－



(4) 将来負担比率について

　一般会計等の借入金残高や将来支払う可能性のある負債等、現時点での残高の程度を示すもの

当市における早期健全化基準は350.0％である。

*標準財政規模　－　Ｃ

Ａ：将来負担額　Ｂ：充当可能な財源　Ｃ：元利償還金・準元利償還金に係る基準財政需要額算入額

*標準財政規模　13,594,126千円

　将来負担比率の推移

実質公債費比率算定の内訳 (単位：千円・％）

Ａ　将来負担額 (単位：千円・％）

Ｂ　充当可能な財源 (単位：千円・％）

Ｃ　基準財政需要額算入見込額 (単位：千円・％）

合　　　　　計 37,634,549 37,304,786 △ 329,763 △ 0.9

2,979,547 2,935,794 △ 43,753 △ 1.5
基 準 財 政 需 要 額 算 入 見 込
( 元 利 償 還 金 ・ 準 元 利 償 還 金 )

令和元年度 令和2年度 増減額 増減率区　　　　　分

特 定 財 源 見 込 ( 都 市 計 画 税 ほ か ) 1,544,268 1,440,242 △ 104,026 △ 6.7

基準財政需要額算入見込(地方債現在高) 29,139,129 28,813,844 △ 325,285 △ 1.1

充当可能基金 (財政調整基金ほか ) 6,951,152 7,050,700 99,548 1.4

合　　　　　　計 46,050,547 45,468,455

区　　　　　分 令和元年度 令和2年度 増減額 増減率

0 3306 設立法人の負担額等負担見込額

8 組合等連結実質赤字額負担見込額 0 0

7 連 結 実 質 赤 字 額 0 0

5 退 職 手 当 負 担 見 込 額 4,155,891 4,103,082

4 組 合 負 担 等 見 込 額 320,157 303,995

△ 52,809

区　　　　　分

△ 1.3

Ｃ
元利償還金・準元利償還金に係る
基 準 財 政 需 要 額 算 入 額

37,634,549 37,304,786 △ 329,763 △ 0.9

2,979,547 2,935,794 △ 43,753 △ 1.5

Ａ 将 来 負 担 額

Ｂ 充 当 可 能 な 財 源

で、この値が高くなるほど将来の財政を圧迫する可能性が高くなる。

＝将来負担比率 ×100％
Ａ　－　Ｂ

1

2

3

地 方 債 の 現 在 高

債務負担行為に基づく支出予定額

公 営 企 業 債 等 繰 入 見 込 額

令和元年度

80.8

区　　　　　分

区　　　　　　分

将 来 負 担 比 率

令和2年度

76.5

令和元年度 令和2年度

32,942,222

25,161

8,607,116

32,544,175

23,611

8,493,262

増減額

令和元年度 令和2年度

45,468,455 △ 582,09246,050,547

増減

△ 4.3

増減額 増減率

増減率

△ 398,047 △ 1.2

△ 1,550

0 ―

△ 582,092 △ 1.3

△ 6.2

△ 113,854 △ 1.3

△ 16,162 △ 5.0

△ 1.3

330 皆増

0 ―
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３　資金不足比率

公営企業の資金不足額を公営企業の事業規模と比較して指標化し、経営状態の深刻度を

示すもの。

資金不足比率が経営健全化基準以上の場合は、議会の議決を経て経営健全化計画を

定めることになる。

資金不足比率の状況は、次のとおりである。
（単位：％）

注：資金不足比率については、算定結果が赤字ではないため、「－」で表示している。

　当年度においても、資金不足額が生じていないため、該当の数値はない。

　いずれも、国の基準範囲内であり、健全であると認められる。

経営健全化
基　　　準平成30年度 令和元年度 令和2年度

地 域 開 発 事 業 特 別 会 計 ― ―

会　　計　　名
資金不足比率

―

下 水 道 事 業 特 別 会 計 ― ― ―

―

水 道 事 業 特 別 会 計

資金不足比率
政令で定める資金の不足額

政令で定める事業の規模
×100％＝

― ― ―

20.0
国民健康保険成羽病院事業会計 ― ―

区　　　　分
令和元年度 令和2年度

資金不足額 事業の規模 資金不足額 事業の規模

水 道 事 業 特 別 会 計 0 247,264 0 645,386

国民健康保険成羽病院事業会計 0 1,176,026

　法　適　用　企　業

0 1,070,127

0 373,730 0 399,130下 水 道 事 業 特 別 会 計

　法　非　適　用　企　業

地 域 開 発 事 業 特 別 会 計 0 11,912 0 0

－８－


